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無人航空機を第三者の土地の上空において飛行させる場合における土地所有権

との関係について、法務省民事局とも調整の結果、下記の通り整理した。 

関係者におかれては、無人航空機を飛行させるに当たり、この整理を理解の上、安

全運航の徹底と地元の理解と協力の確保に努められたい。 
 

記 
 

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】 

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に

及ぶ。」（第 207 条）と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲

は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。 

このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常

に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。 

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に

設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的

な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。 

 

○無人航空機の飛行と土地所有権との関係に関する補足  

 

１．「利益の存する限度」をより具体化、予測可能にできないか 

土地所有者の「利益の存する限度」は、無人航空機飛行時における当該土地上の

建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして判断される。 

なお、無人航空機の運航に関する将来的な計画を立てる際には、当該土地に係る

容積率、用途制限等から将来的な土地の使用態様をある程度予測することが可能で

あると考えられる。 

 

２．一律の高度以下の飛行には所有者の同意が必要なのか 

土地の所有権の及ぶ土地上の空間の範囲についての基本的考え方は、上記の通り

であり、当該土地の使用態様の如何にかかわらず、無人航空機が土地の上空を飛行

するに当たって当該土地の所有者の同意が必要となる高度についての一律の基準は

存在しない。 



なお、航空法において規定されている最低安全高度は、あくまで安全確保の観点か

らの規制であり、土地所有者の“利益の存する限度”の範囲を定めるものではない。 

 

３．いわゆる“上空通過権”について 

民法上、土地上の空間の一定範囲に設定される用益物権としては、区分地上権と

地役権があるが、以下のとおり、それぞれ一定の制約があり、無人航空機の飛行に関

してこれらの権利を設定することはできない。 

・第 269 条の２（区分地上権）：工作物を所有するためのもの 

・第 280 条（地役権）：他人の土地を自己の土地の便益に供するためのもの 

また、土地所有者が同人の利益が存しない土地上の空間を利用する契約を締結し

た場合であっても、そのことをもって当該契約の相手方が当該空間の排他的な利用権

を取得したことにはならず、第三者が当該空間において無人航空機を飛行させることを

妨げることはできないと解される。 

 

○地元の理解と協力の重要性  

無人航空機の飛行に関する法制度の面からの整理は、上記の基本的考え方及び

補足事項 1～３の通りであるが、今後無人航空機が様々な用途で用いられ、その飛行

エリアや頻度が増加することが予想される中、土地所有者をはじめとする地域の理解と

協力を得ることは極めて重要である。 

このため、無人航空機の運航者には、適切な機体の使用、安全なルートの設定、万

が一事故が発生した場合の賠償資力の確保など対策を講じた上で、地域の関係者に

丁寧に説明し、理解と協力を得る取組が求められる。 

また、民間企業や自治体等が、第三者的な立場から、無人航空機の運航者と地域

の間に立って、これらの取組を行うことは、一定の意義がある。 


